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1.概要・⼿続き

Q1-1 
事前協議時には，どのような書類を何部提出すればよいですか︖   

A1-1 
下 記 の 書 類 ・ 図 ⾯ を 正 ・ 副 １ 部 ず つ （ 計 ２ 部 ） 提 出 し て く だ さ い 。  
副 本 は 正 本 の コ ピ ー で も 可 能 で す 。  

  １ ． 特 定 施 設 新 設 等 事 前 協 議 書 （ 施 ⾏ 規 則 様 式 第 １ 号 ）  
  ２ ． 特 定 施 設 整 備 項 ⽬ 表 （ 該 当 す る 部 分 の み ）  
  ３ ． 施 ⾏ 規 則 別 表 第 ４ に 定 め る 図 ⾯  

・ 付 近 ⾒ 取 図
・ 配 置 図
・ 各 階 平 ⾯ 図
・ 仕 上 げ 表
・ 縦 断 ⾯ 図 （ 廊 下 や 敷 地 内 通 路 の 段 ま た は 傾 斜 路 ）
・ 構 造 詳 細 図 （ Ｅ Ｖ ， 便 所 ， ⼿ す り 等 ）

な お ， 対 象 施 設 の 適 ⽤ 区 分 を 判 断 す る た め ， 参 考 と し て 建 築 物 の 求 積 図 の 提 出 を お 願 い す る
こ と が あ り ま す 。  

Q1-2 
整備箇所等が変更となった場合には，どのような書類を何部提出すればよいですか︖   

A1-2 
下 記 の 書 類 ・ 図 ⾯ を 正 ・ 副 １ 部 ず つ （ 計 ２ 部 ） 提 出 し て く だ さ い 。  
副 本 は 正 本 の コ ピ ー で も 可 能 で す 。  

  １ ． 特 定 施 設 新 設 等 変 更 事 前 協 議 書 （ 施 ⾏ 規 則 様 式 第 2 号 ）  
  ２ ． 特 定 施 設 整 備 項 ⽬ 表 （ 整 備 箇 所 が 変 更 と な っ た 場 合 ）  
  ３ ． 変 更 前 ・ 変 更 後 の 図 ⾯ （ 変 更 箇 所 を わ か り や す く ⽰ し て く だ さ い ）  

な お ， 建 築 主 が 変 更 と な っ た 場 合 の 協 議 者 名 欄 は ， や む を 得 な い 場 合 を 除 き ， 原 則 と し て 変
更 前 の ⽅ の 記 名 ・ 押 印 を お 願 い し ま す 。  
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Q1-3 
⼯事完了後は，どのような書類を何部提出すればよいですか︖また，どのような検査を⾏い
ますか︖  

Q1-3 
下 記 の 書 類 ・ 写 真 を 提 出 し て く だ さ い 。  
副 本 は 正 本 の コ ピ ー で も 可 能 で す 。  

  １ ． 特 定 施 設 ⼯ 事 完 了 届 出 書 （ 施 ⾏ 規 則 様 式 第 3 号 ） ： 正 ・ 副 １ 部 ず つ （ 計 ２ 部 ）  
  ２ ． 整 備 箇 所 の 写 真 ： 正 1 部  

検 査 に つ い て は ， 対 象 施 設 の ⽤ 途 や 規 模 に 応 じ ， 現 場 検 査 ま た は 写 真 検 査 を ⾏ い ま す 。  
現 場 検 査 の 対 象 物 件 に つ い て は ， 検 査 当 ⽇ の 写 真 提 出 で も 可 能 で す 。  
写 真 の 台 紙 に つ い て 様 式 等 は あ り ま せ ん が ， Ａ ４ ⽤ 紙 に 印 刷 を お 願 い し ま す 。  

詳 し く は ， 事 前 協 議 書 の 副 本 返 却 時 に 〈 完 了 検 査 の お 知 ら せ 〉 の チ ラ シ を お 渡 し し ま す の
で ， そ ち ら を ご 確 認 く だ さ い 。  

Q1-4 
既存施設の増改築などで事前協議が必要な場合，既存施設部分についても図⾯の添付が必要
ですか︖  

A1-4 
必 要 で す 。  
改 修 範 囲 の 確 認 を ⾏ う た め で す 。 ま た ， ⼯ 事 完 了 後 に 適 合 証 の 請 求 を 予 定 し て い る 場 合 に つ
い て は ， 既 存 施 設 部 分 に つ い て も 適 合 状 況 を 確 認 す る 必 要 が あ る た め ， 対 象 施 設 全 体 の 適 合
状 況 が 確 認 で き る 図 ⾯ 等 の 提 出 も お 願 い し ま す 。  

Q1-5 
事前協議書等に添付する図⾯に設計者印は必要ですか︖また，捺印する印鑑について決まり
はありますか︖  

A1-5 
図 ⾯ 及 び 事 前 協 議 書 へ の 押 印 は 原 則 不 要 と な り ま す 。 た だ し 、 図 ⾯ に ⼿ 書 き で 追 記 ・ 修 正 等
を ⾏ う 場 合 に は 捺 印 を 求 め る 場 合 が ご ざ い ま す 。  

※ 図 ⾯ に ⼿ 書 き で 追 記 ・ 修 正 を ⾏ う 場 合 は 、 以 下 の い ず れ か の ⽅ 法 と な り ま す 。
① 追 記 箇 所 に 図 ⾯ 作 成 者 の 捺 印 を す る
② 追 記 図 ⾯ に 追 記 者 の 所 属 （ 会 社 名 ） 、 ⽒ 名 、 追 記 ⽇ を ⼿ 書 き で 記 載 す る
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Q1-6 
⼾建ての店舗併⽤住宅のように，対象施設と⾮対象施設からなる複合施設の場合，適合証の
交付を受けられますか︖  

 
A1-6 
対 象 施 設 部 分 が 整 備 基 準 に 適 合 し て い れ ば ， 適 合 証 の 交 付 を 受 け る こ と が で き ま す 。  
店 舗 と ⼾ 建 て 住 宅 の 複 合 施 設 で あ れ ば ， 店 舗 の み が 対 象 施 設 の た め ， 店 舗 部 分 を 整 備 基 準 に
適 合 さ せ る 必 要 が あ り ， 適 合 証 が 交 付 さ れ ま す 。  
店 舗 と 共 同 住 宅 の 複 合 施 設 で あ れ ば ， 店 舗 ・ 共 同 住 宅 と も に 対 象 施 設 の た め ， 両 施 設 を 整 備
基 準 に 適 合 さ せ た 場 合 に は 適 合 証 が 交 付 さ れ ま す 。  

 

Q1-7 
平屋建ての建築物でも，「優良タイプ」の適合証の交付を受けられますか︖  

 
A1-7 
視 覚 障 が い 者 誘 導 ⽤ ブ ロ ッ ク 等 ， 福 祉 型 便 房 ， ⾞ い す 使 ⽤ 者 ⽤ 駐 ⾞ 場 を 整 備 基 準 に 適 合 さ せ
た 場 合 に は ， 「 優 良 タ イ プ 」 の 適 合 証 が 交 付 さ れ ま す 。  
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2.協議・整備の対象 
 

Q2-1 
建築基準法における「仮設建築物」は事前協議の対象施設ですか︖  

 
A2-1 
建 築 基 準 法 に お け る 仮 設 許 可 の 有 無 と 条 例 の 事 前 協 議 の 要 否 は 連 動 し て い ま せ ん の で ， 個 別
に 判 断 し ま す 。  
原 則 と し て 建 て 替 え な ど の た め の 施 設 は 事 前 協 議 の 対 象 外 で す が ， 集 客 ⽬ 的 の 施 設 ※ は 事 前
協 議 の 対 象 に な り ま す 。 な お ， 事 前 協 議 の 対 象 外 の 施 設 で あ っ て も ， 整 備 基 準 に 適 合 さ せ る
こ と が 望 ま れ ま す 。  
※ 集 客 ⽬ 的 の 施 設 の 例 ： 仮 設 興 ⾏ 場 ， 博 覧 会 建 築 物 ， 共 同 住 宅 の モ デ ル ル ー ム な ど  

 

Q2-2 
福祉のまちづくり条例の事前協議の対象外となる施設は何がありますか︖  

 
A2-2 
下 記 の 施 設 は 事 前 協 議 の 対 象 外 で す 。  

・ ガ ソ リ ン ス タ ン ド  
・ レ ン タ カ ー 事 務 所  
・ 宗 教 法 ⼈ の 本 堂 ， 修 ⾏ 僧 の 施 設 ， 納 ⾻ 堂  
・ 出 前 配 達 専 ⾨ の 店 舗  
・ 新 聞 配 達 所  
・ 専 ⽤ 住 宅  
・ 倉 庫  
・ 性 ⾵ 俗 施 設  

※ 上 記 に 該 当 す る 施 設 で あ っ て も ， 物 販 店 舗 ・ 飲 ⾷ 店 ・ 待 合 所 等 を 併 設 す る 場 合 や 宗 教 施 設
で 冠 婚 葬 祭 な ど に ⽤ い ら れ る 場 合 に つ い て は 事 前 協 議 の 対 象 と な り ま す 。  

 

Q2-3 
「対象施設」のうち，事前協議が必要な「特定施設」に該当しない場合は，整備基準に適合
させなくてもいいのですか︖（例︓床⾯積の合計が 1500 ㎡の共同住宅）  

 
A2-3 
「 特 定 施 設 」 に 該 当 し な い 場 合 は ， 事 前 協 議 の 必 要 は あ り ま せ ん が ， 整 備 基 準 に 適 合 さ せ な
け れ ば な り ま せ ん 。  
【 参 考 】  

・ 施 設 整 備 マ ニ ュ ア ル 2020： ｐ 13 
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Q2-4 
店舗付き共同住宅で主たる⽤途が共同住宅の場合，事前協議の対象となりますか︖  

 
A2-4 
特 定 施 設 で あ る 店 舗 が あ る た め 事 前 協 議 が 必 要 と な り ま す 。  
店 舗 付 き 共 同 住 宅 等 で は ， 床 ⾯ 積 の 合 計 が 2000 ㎡ 以 下 の 場 合 ， 店 舗 部 分 の み が 協 議 対 象 と
な り ま す 。 床 ⾯ 積 の 合 計 が 2000 ㎡ 以 上 の 場 合 ， 共 同 住 宅 部 分 の 床 ⾯ 積 が 2000 ㎡ 未 満 で あ
っ て も ， 共 同 住 宅 部 分 も 事 前 協 議 の 対 象 で す 。  
【 参 考 】  

・ 施 設 整 備 マ ニ ュ ア ル 2020： ｐ 39 

 

Q2-5 
「不特定かつ多数の⼈」とはどのような⼈のことですか︖  

 
A2-5 
「 不 特 定 か つ 多 数 の ⼈ 」 と は ， 当 該 施 設 の 就 労 者 以 外 の ⽅ で ， 主 に 来 客 者 の ⽅ と な り ま す 。
社 会 福 祉 施 設 等 や 学 校 に あ っ て は そ の 施 設 の 利 ⽤ 者 を 含 み ま す 。  
な お ， 事 務 所 ， ⼯ 場 ， 共 同 住 宅 等 は ， そ の 施 設 の 就 労 者 や 居 住 者 と い っ た 特 定 の ⽅ の 利 ⽤ を
主 と し て い ま す が ， 来 客 等 を 考 慮 し て ， 前 ⾯ 道 路 か ら 執 務 室 及 び 住 ⼾ の 出 ⼊ ⼝ の 共 ⽤ 部 分 を
整 備 対 象 と し て い ま す 。  
【 参 考 】  

・ 施 設 整 備 マ ニ ュ ア ル 2020： ｐ 41 

 

Q2-6 
⽤途⾯積に機械室などの⾯積は含まれますか︖  

 
A2-6 
対 象 施 設 と ⽤ 途 上 不 可 分 の 関 係 に あ る 場 合 （ 当 該 ⽤ 途 部 分 の 機 能 上 必 要 不 可 ⽋ な 機 械 室 な
ど ） は 別 棟 で も ⽤ 途 ⾯ 積 に 含 ま れ ま す 。  
ま た ， 「 不 特 定 か つ 多 数 の 者 」 が 利 ⽤ し な い 部 分 （ バ ッ ク ス ペ ー ス な ど ） に つ い て も ⽤ 途 ⾯
積 に 含 ま れ ま す 。  
【 参 考 】  

・ 施 設 整 備 マ ニ ュ ア ル 2020： ｐ 40-41 
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Q2-7 
対象施設において増築を⾏った場合，増築部分以外の既存施設の取り扱いはどのようになり
ますか︖  

 
A2-7 
既 存 施 設 に 対 す る 整 備 基 準 へ の 適 合 は 所 有 者 等 の 努 ⼒ 義 務 と し て い ま す 。  
原 則 と し て ， 既 存 施 設 は 整 備 基 準 へ の 適 合 義 務 は あ り ま せ ん が ， 増 築 ⼯ 事 に 併 せ て 既 存 部 分
の 改 修 ⼯ 事 を ⾏ う 場 合 な ど ， ⼯ 事 の 計 画 や 施 設 の 利 ⽤ 形 態 ・ 運 営 な ど に つ い て 個 別 に 協 議
し ， 整 備 の 範 囲 に つ い て 判 断 し ま す 。  
な お ， バ リ ア フ リ ー 法 の 適 合 対 象 の 建 築 物 の 場 合 ， 既 存 施 設 に 関 し て も 同 法 へ の 適 合 が 必 要
な 場 合 が あ り ま す の で ご 注 意 く だ さ い 。  
【 参 考 】  

・ 施 設 整 備 マ ニ ュ ア ル 2020： ｐ 41-42 
・ バ リ ア フ リ ー 法  法 第 14 条 ， 令 第 22 条  

 

Q2-8 
宿泊施設において整備対象となる部分はどこですか︖  

 
A2-8 
客 室 の 出 ⼊ ⼝ ・ 敷 地 内 通 路 ・ 建 物 共 ⽤ 部 の 出 ⼊ ⼝ ・ 廊 下 等 ・ 階 段 ・ 傾 斜 路 ・ 便 所 ・ エ レ ベ ー
タ ー 等 が 整 備 対 象 と な り ま す 。  
建 物 共 ⽤ 部 に は ， 宿 泊 者 や 来 客 者 な ど が 利 ⽤ す る 飲 ⾷ ス ペ ー ス や ラ ウ ン ジ な ど も 含 ま れ ま
す 。  
※ 客 室 内 部 は ， 設 置 さ れ る 客 室 数 に 応 じ て ， ⾞ い す 使 ⽤ 者 ⽤ 客 室 ・ 聴 覚 障 が い 者 ⽤ 客 室 の 基
準 が 適 ⽤ さ れ る 場 合 は 整 備 対 象 と な り ま す 。  

 

Q2-9 
共同住宅等において整備対象となる部分はどこですか︖  

 
A2-9 
各 住 ⼾ の 出 ⼊ ⼝ ・ 敷 地 内 通 路 ・ 建 物 共 ⽤ 部 の 出 ⼊ ⼝ ・ 廊 下 等 ・ 階 段 ・ 傾 斜 路 ・ 便 所 ・ エ レ ベ
ー タ ー 等 が 整 備 対 象 と な り ま す 。  
建 物 共 ⽤ 部 に は ， 共 同 住 宅 の 住 ⼈ や 来 客 者 な ど が 利 ⽤ す る 集 会 所 ・ ゲ ス ト ル ー ム ・ ラ ウ ン ジ
な ど も 含 ま れ ま す 。  
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Q2-10 
共同住宅のモデルルームの住⼾内部や葬儀場等の親族控室内部は整備対象になりますか︖  

 
A2-10 
モ デ ル ル ー ム の 住 ⼾ 部 分 や 葬 儀 場 等 の 親 族 控 室 に つ い て は ， 出 ⼊ ⼝ の み が 整 備 対 象 と な り ，
内 部 は 整 備 対 象 外 で す 。  
な お ， 出 ⼊ ⼝ の 幅 員 に つ い て は ， 下 記 の よ う に 基 準 が 適 ⽤ さ れ ま す 。  

・ モ デ ル ル ー ム の 住 ⼾ 部 分 の 出 ⼊ ⼝ ： 内 の り ⼨ 法 （ 共 同 住 宅 等 に 準 ず る ）  
・ 葬 儀 場 等 の 親 族 控 室 の 出 ⼊ ⼝ ： 有 効 ⼨ 法  

 

Q2-11 
⾞いす使⽤者や視覚障がい者等が単独で利⽤することを想定していない（介護者同伴での利
⽤を想定している）対象施設であっても，整備箇所を基準に適合させなければいけません
か︖  
もし単独で来られた場合には，必要に応じてスタッフ等で介助することを考えています。  

 
A2-11 
す べ て の ⼈ が ⾃ ら の 意 思 で ⾃ 由 に ⾏ 動 し ， 積 極 的 に 社 会 参 加 で き る よ う な 施 設 整 備 を 促 進 す
る た め ， 対 象 施 設 に お い て は ， ⾼ 齢 者 や 障 が い の あ る ⼈ を は じ め す べ て の ⼈ が ， 当 該 施 設 を
安 全 か つ 円 滑 に 利 ⽤ で き る よ う ， 整 備 箇 所 に つ い て 基 準 へ の 適 合 が 必 要 で す 。  
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3.整備箇所 
 
3-1.出⼊⼝ 
 
Q3-1-1 
出⼊⼝の有効幅員とはどの幅をいいますか︖  

 
A3-1-1 
出 ⼊ ⼝ の 有 効 幅 員 と は ， 建 具 の 内 法 ⼨ 法 で は な く ， 開 き ⼾ で あ れ ば ⼾ の 厚 み ， 引 き ⼾ で あ れ
ば 引 き 残 し を 除 い た 実 際 に 通 ⾏ 可 能 な ⼨ 法 で す 。  

 
3-2.廊下等 
 
Q3-2-1 
廊下等の有効幅員とはどの幅をいいますか︖（例︓共同住宅等の屋外廊下）  

 
A3-2-1 
利 ⽤ 者 が 通 ⾏ す る 上 で ⽀ 障 と な る 部 分 は 有 効 幅 に 含 む こ と が で き ま せ ん 。  
⼿ す り が あ る 場 合 は ⼿ す り の 内 側 に お け る ⼨ 法 ， ⼿ す り が な い 場 合 は 壁 ⾯ か ら の ⼨ 法 で あ
り ， 突 出 物 が あ る 場 合 は そ の 最 低 有 効 幅 員 と な り ま す 。  
例 え ば ， 共 同 住 宅 の 屋 外 廊 下 等 で 排 ⽔ 溝 の 溝 が 深 い （ 深 さ ２ cm 以 上 ） 場 合 ， 排 ⽔ 溝 部 は 有
効 幅 に 含 む こ と が で き ま せ ん 。  

 

Q3-2-2 
店舗内の売場等 ※ の店内通路は廊下等と同様の扱いとなりますか︖  
※売場等︓スーパーマーケット，百貨店，ファミリーレストラン等の不特定かつ多数の⼈が
利⽤する室  

 
A3-2-2 
200 ㎡ を 超 え る 売 場 等 に つ い て は ， 店 内 通 路 は 廊 下 等 と 同 様 の 扱 い と な り ， 有 効 幅 員 で 120
㎝ 以 上 と す る 必 要 が あ り ま す 。 そ の 場 合 ， ⽚ ⼿ で 簡 単 に 動 か す こ と が で き る 家 具 （ 可 動 式 の
椅 ⼦ 等 ） に つ い て は ， 通 路 幅 員 に 含 め る こ と が で き ま す 。  
200 ㎡ 以 下 の 広 さ の 売 場 等 の 店 内 通 路 に つ い て は ， 原 則 と し て 廊 下 の 規 定 は 適 ⽤ さ れ ま せ ん
が ， 有 効 幅 員 で 90 ㎝ 以 上 と す る こ と が 望 ま れ ま す 。  
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3-3.傾斜路 
 
Q3-3-1 
なぜ「⾊の明度の差を⼤きく」する必要があるのですか︖テープ等で傾斜部分や平場部分に
線的に明度差を⽰すことでもよいですか︖  

 
A3-3-1 
弱 視 者 等 の 視 覚 障 が い 者 が ， 床 ⾯ の 勾 配 の 変 化 を 識 別 し て 傾 斜 路 を 安 全 に 通 ⾏ で き る よ う に
す る た め ， 傾 斜 部 分 と 平 場 部 分 に ⼤ き な 明 度 差 を つ け て 整 備 を ⾏ う 必 要 が あ り ま す 。  
傾 斜 部 分 と 平 場 部 分 は そ れ ぞ れ ⾯ 的 に 明 度 差 を つ け る 必 要 が あ り ま す 。  
 
多 く の ⼈ に と っ て わ か り や す い ⾊ や 明 度 の 組 み 合 わ せ に つ い て は ， 下 記 の ペ ー ジ が 参 考 と な
り ま す 。  
【 参 考 】  

・ 施 設 整 備 マ ニ ュ ア ル 2020： ｐ 396-398 

 

3-4.階段 
 
Q3-4-1 
整備の対象となる，不特定かつ多数の⼈が使⽤する階段で，「直接地上に出ることができな
い階に通じる主要な階段」とはどのような階段ですか︖  

 
A3-4-1 
不 特 定 か つ 多 数 の ⼈ が 通 常 ， ⽇ 常 的 に 使 ⽤ す る 階 段 の こ と で す 。  

 

Q3-4-2 
「建築物の構造上，回り段を設けないことが困難な場合」とはどのような場合ですか︖  

 
A3-4-2 
既 存 建 築 物 の ⽤ 途 変 更 等 の 場 合 で ， 回 り 階 段 を 設 け ざ る を 得 な い 場 合 な ど が 該 当 し ま す 。  
回 り 階 段 を 設 け な い こ と と し た 規 定 は ， 視 覚 障 が い 者 等 が ⽅ 向 を 失 っ た り す る こ と が な い よ
う ， ま た ， 転 落 等 の 危 機 回 避 の た め に ， 回 り 階 段 以 外 の 構 造 と す る こ と を 定 め た も の で す の
で ， 新 築 の 場 合 は 原 則 設 け な い 計 画 と し て く だ さ い 。  
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Q3-4-3 
「踏⾯の端部とその周囲の部分との⾊の明度の差が⼤きいこと等により段を容易に識別でき
る」階段とはどのような階段ですか︖  

 
A3-4-3 
段 ⿐ 部 分 （ 幅 3cm 程 度 が ⽬ 安 ） と 踏 ⾯ 部 分 と の 明 度 に 差 を 付 け る こ と を い い ま す 。  
な お ， 下 記 の よ う な 段 ⿐ は ， 使 ⽤ を 避 け る よ う に し て く だ さ い 。  

・ 溝 彫 り 加 ⼯ の み （ 溝 内 に の み 着 ⾊ し た も の も 含 む ） を 施 し た 段 ⿐  
： 弱 視 の ⼈ 等 に と っ て は 認 識 し づ ら く ， つ ま ず き や 踏 み 外 し の 危 険 性 が あ る た め  

・ ⾦ 属 製 の 段 ⿐  
： 滑 る 危 険 性 が あ る た め  

 
3-5.エレベーター 
 
Q3-5-1 
⼀つの敷地内に複数棟の対象施設がありますが，エレベーターを設置する場合の対象区分に
ついては，棟ごとに判断してよいですか︖  

 
A3-5-1 
棟 ご と の ⽤ 途 ・ 階 数 ・ 床 ⾯ 積 で 判 断 し ， 整 備 対 象 と な る エ レ ベ ー タ ー を 設 置 し て く だ さ い 。  

 

Q3-5-2 
エレベーターを⼩規模１及び⼩規模２とする場合，視覚障がい者⽤の制御装置（点字）につ
いて「必要に応じて」とありますが，どのような施設に適⽤されますか︖  

 
A3-5-2 
廊 下 等 ， 傾 斜 路 ， 階 段 及 び 敷 地 内 の 通 路 に 視 覚 障 が い 者 誘 導 ⽤ ブ ロ ッ ク 等 の 整 備 が 必 要 な 施
設 に 該 当 す る 場 合 に 必 要 と な り ま す 。  
【 参 考 】  
・ 施 設 整 備 マ ニ ュ ア ル 2020： ｐ 139 

 

Q3-5-3 
複合施設の場合，設置するエレベーターのタイプはどのように判断するのですか︖  

 
A3-5-3 
そ れ ぞ れ の 施 設 の ⽤ 途 ・ ⾯ 積 ・ 階 数 （ 層 数 ） に 応 じ て 適 ⽤ さ れ る エ レ ベ ー タ ー の タ イ プ の 中
か ら ， 最 も 厳 し い 基 準 が 適 ⽤ さ れ る タ イ プ を 設 置 し て く だ さ い 。  
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3-6.便所 
 
Q3-6-1 
複数のテナントが⼊居する飲⾷店ビルで，共⽤部がほとんどない場合であっても，延べ床⾯
積が 300 ㎡以上の場合は福祉型便房を設置しなければなりませんか︖  
（例︓各フロア 50 ㎡×6 階建，延べ床⾯積 300 ㎡の飲⾷店のペンシルビル）  

 
A3-6-1 
対 象 施 設 の ⽤ 途 ・ ⾯ 積 で 判 断 し ま す の で ， 延 べ 床 ⾯ 積 ３ ０ ０ ㎡ 以 上 の 飲 ⾷ 店 ビ ル で あ れ ば ，
原 則 と し て １ 以 上 の 福 祉 型 便 房 の 設 置 が 必 要 で す 。  

 

Q3-6-2 
福祉型便房を設置する場合，⼥性⽤便所と福祉型便房を兼⽤してよいでしょうか︖  

 
A3-6-2 
男 性 も 使 ⽤ で き る 必 要 が あ り ま す 。 男 ⼥ 別 に 1 ヶ 所 ず つ か ， 男 ⼥ 共 ⽤ の 福 祉 型 便 房 を 設 け
る 計 画 と し て く だ さ い 。  

 

Q3-6-3 
オストメイトのための設備として，ロータンク式や簡易型設備（腰掛便器に⽔栓をつけたも
の等）を採⽤してもいいですか︖  

 
A3-6-3 
ロ ー タ ン ク 式 （ パ ウ チ や 汚 れ た 物 ， し び ん 等 を 洗 浄 す る た め の 汚 物 流 し ） は 使 ⽤ で き ま す 。  
簡 易 型 設 備 （ 腰 掛 便 器 に パ ウ チ ． し び ん 洗 浄 ⽔ 栓 を つ け た も の ） に つ い て は ， 整 備 が 義 務 づ
け ら れ た オ ス ト メ イ ト の た め の 汚 物 流 し を 有 す る 便 房 と は 別 に 利 ⽤ 者 の 分 散 を 図 る 観 点 な ど
か ら 設 置 す る も の で あ る た め ， オ ス ト メ イ ト の た め の 汚 物 流 し を 有 す る 便 房 を 同 ⼀ 施 設 内 に
１ 以 上 備 え た う え で 設 置 し て く だ さ い 。  
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3-7.敷地内の通路 
 
Q3-7-1 
敷地内の通路が複数ある場合，段や傾斜路等について整備基準に適合させる必要があるのは
１の敷地内の通路についてだけでしょうか︖  

 
A3-7-1 
段 に つ い て は す べ て の 敷 地 内 の 通 路 に お い て 適 合 さ せ る 必 要 が あ り ま す （ 床 ⾯ の 仕 上 げ ， 排
⽔ 溝 の 蓋 も 同 様 ） 。  
傾 斜 路 に つ い て は ， 1 以 上 の 敷 地 内 の 通 路 に お い て は 適 合 さ せ る 必 要 が あ り ， そ れ 以 外 の 敷
地 内 の 通 路 に お け る 適 合 は 努 ⼒ 義 務 と な り ま す 。 た だ し ， バ リ ア フ リ ー 法 の 適 ⽤ を 受 け る 特
別 特 定 建 築 物 に つ い て は ， 多 数 の 者 が 利 ⽤ す る す べ て の 段 及 び 傾 斜 路 が 対 象 と な り ま す 。  

 

Q3-7-2 
敷地内の通路の基準におけるただし書きの「地形の特殊性により当該構造とすることが著し
く困難」とはどのような場合でしょうか︖  

 
A3-7-2 
急 傾 斜 地 等 の 場 合 を い い ま す 。  
郊 外 の 傾 斜 地 等 で 徒 歩 で の 来 訪 が 想 定 さ れ な い 施 設 の 場 合 ， バ ス あ る い は タ ク シ ー 等 が ⾞ 寄
せ ま で 乗 り ⼊ れ る こ と が 可 能 な 場 合 は ， ⾞ 寄 せ か ら 建 築 物 の 出 ⼊ ⼝ ま で を 対 象 と し て 敷 地 内
の 通 路 の 基 準 が 適 ⽤ さ れ ま す 。  

 

Q3-7-3 
道路境界から視覚障がい者⽤案内設備まで視覚障がい者誘導⽤ブロックを設けることとなっ
ていますが，「視覚障がい者⽤案内設備」とは，どのようなものですか︖  

 
A3-7-3 
視 覚 障 が い 者 ⽤ 案 内 設 備 と は ， 受 付 や カ メ ラ 付 イ ン タ ー ホ ン が 設 置 さ れ た 案 内 標 識 な ど ， 点
字 付 き の 案 内 板 ， ⾳ 声 等 に よ り 視 障 が い 者 に 建 築 物 全 体 の 利 ⽤ に 関 す る 情 報 提 供 を ⾏ う 事 が
出 来 る 装 置 な ど で す 。  
テ ナ ン ト が 変 わ る こ と も 考 慮 し ， 案 内 設 備 の 変 更 が ス ム ー ズ に 出 来 る よ う な 計 画 を お 願 い し
ま す 。  
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Q3-7-4 
カメラ付インターホンはどの程度の⾼さに設置すればよいですか︖  

 
A3-7-4 
施 設 利 ⽤ 者 が ⽴ 位 の 状 態 で ボ タ ン を 押 し や す く ， 顔 が カ メ ラ に 映 り や す い ⾼ さ に 設 置 し て く
だ さ い 。  

 

3-8.⼿すり 
 
Q3-8-1 
フラットバータイプの⼿すりは使⽤できますか︖  

 
A3-8-1 
握 り や す く ， 連 続 し た 形 状 で あ れ ば 使 ⽤ で き ま す 。  
な お ， 握 り に く い 形 状 や ， 連 続 し て い な い 形 状 の ⼿ す り に つ い て は 適 合 対 象 外 と な り ま す 。  
【 参 考 】  
・ ⾼ 齢 者 ， 障 が い 者 等 の 円 滑 な 移 動 等 に 配 慮 し た 建 築 設 計 標 準 （ 平 成 29 年 3 ⽉ ） :ｐ 2-142 
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3-9.視覚障がい者誘導⽤ブロック等 
 
Q3-9-1 
視覚障がい者誘導⽤ブロック等の⾊は，⻩⾊以外の⾊は使⽤できないのですか︖  

 
A3-9-1 
視 覚 障 が い 者 誘 導 ⽤ ブ ロ ッ ク 等 の ⾊ は ， 原 則 と し て ⻩ ⾊ と し て い ま す 。  
や む を 得 ず ⻩ ⾊ 以 外 の ⾊ を 使 ⽤ す る 場 合 は ， 周 囲 の 床 材 と 輝 度 ⽐ 2.0 以 上 が 確 保 で き る も の
を 使 ⽤ し ま す 。  
輝 度 ⽐ に つ い て は ， 現 地 で 床 材 と 誘 導 ブ ロ ッ ク の 輝 度 を 測 定 し ， 輝 度 ⽐ を 計 算 し て く だ さ
い 。 光 沢 の あ る ⾦ 属 等 ， ⼀ 様 な 輝 度 を 確 保 で き な い 素 材 を 利 ⽤ さ れ た 場 合 ， 天 候 ・ 照 明 等 の
影 響 を 受 け る た め ， 2.0 以 上 の 確 保 は 困 難 で す 。  

 

Q3-9-2 
視覚障がい者誘導⽤ブロック等がつまずき等の原因となることが想定される場合，敷設を不
要とすることはできますか︖  

 
A3-9-2 
視 覚 障 が い 者 の 利 ⽤ が な い 施 設 の 部 分 ※ に つ い て は ， 視 覚 障 が い 者 誘 導 ⽤ ブ ロ ッ ク 等 の 敷 設
を 不 要 と す る こ と が で き る 場 合 が あ り ま す 。  
た だ し ， 敷 地 内 通 路 に つ い て は ， 敷 設 が 必 要 で す 。  
※ ⽤ 途 や 管 理 運 営 上 設 置 の 必 要 が な い と 判 断 出 来 る 部 分 に 限 り ま す 。  
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3-10.浴室，シャワー室及び更⾐室 
 
Q3-10-1 
浴室，シャワー室及び更⾐室の出⼊⼝や⼿すりの整備対象となる範囲はどこまでですか︖  

 
A3-10-1 
原 則 と し て そ れ ぞ れ の 室 の 出 ⼊ ⼝ ・ ⼿ す り に つ い て 1 ヶ 所 以 上 （ 男 性 ⽤ と ⼥ 性 ⽤ の 区 分 が
あ る 場 合 は そ れ ぞ れ 1 ヶ 所 以 上 ） の 整 備 を 求 め て い ま す 。  
な お ， ⼿ す り に つ い て は ， ⽴ ち 上 が り や 移 動 を 補 助 す る た め ， ⽔ 平 ・ 垂 直 ⼿ す り （ ま た は L
型 ⼿ す り ） を 設 置 し て く だ さ い 。  

 
3-11.客室 
 
Q3-11-1 
聴覚障がい者⽤客室に設置が必要な⾮常警報装置とはどのようなものですか︖  

 
A3-11-1 
⽕ 災 報 知 設 備 な ど と 連 携 し て 点 滅 す る よ う な 装 置 と な り ま す 。  
聴 覚 障 が い 者 の ⽅ は 来 客 や 電 話 等 の 呼 び 出 し が 聞 こ え な い 場 合 が あ る た め ， ⾮ 常 警 報 設 備 や
電 話 機 の 点 滅 に よ り ， 来 客 や 異 常 等 に 気 付 く こ と が で き る よ う に す る 必 要 が あ り ま す 。  

 
3-12.授乳スペース 
 
Q3-12-1 
授乳スペースを⼥性便所の中にのみ設置する計画としてよいですか︖共⽤部分に設置する必
要がありますか︖  

 
A3-12-1 
乳 幼 児 の 世 話 を す る す べ て の ⼈ が 授 乳 ・ ミ ル ク ・ お む つ 替 え な ど に 利 ⽤ で き る よ う に ， 男 ⼥
別 に 設 置 す る か ， 男 ⼥ 共 ⽤ と し て 共 ⽤ 廊 下 な ど か ら ⼊ れ る よ う に 設 置 し て く だ さ い 。  


